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虎

漁
業
組
合
制
度
の
改
善
は
、
水
時
業
界
に
於
け
る
多
年
の
懸

渠
で
あ
っ
た
。
俸
へ
ら
れ
る
所
に
よ
れ
ば
、
現
行
漁
業
法
制
定

の
嘗
時
に
於
い
て
、
既
に
議
論
が
あ
っ
た
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。

併
し
共
の
多
年
の
問
題
も
、
最
近
に
於
け
る
沿
岸
漁
業
の
著
し

き
衰
退
、
漁
村
疲
弊
の
深
刻
化
に
刺
戟
さ
れ
て
具
鱒
化
し
、
営

]30， 137， 142頁等歩前。拙著、人口及人口問題、'3) 



局
者
に
於
い
て
は
、
漁
業
法
改
正
の
意
周
が
あ
り
、
民
間
陀
は

新
漁
業
組
合
に
よ
る
漁
村
真
正
計
童
の
金
が
あ
る
と
云
ふ
機
運

に
ま
で
至
っ
て
ゐ
る
。

従
っ
て
、
問
題
は
、
も
は
や
漁
業
組
合
に
閥
ず
る
現
制
度
の

改
善
の
是
非
で
は
な
〈
、
新
漁
業
組
合
を
如
何
に
経
替
ず
る
か

と
云
ふ
と
と
で
あ
る
。
勿
論
、
私
自
身
は
、
営
局
者
に
よ
っ
て

考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
漁
業
組
合
が
如
何
友
る
も
の
で
あ
る
か
、
之

を
知
る
尚
も
た
い
が
、
併
し
、
従
来
、
私
の
主
張
し
来
っ
た
漁

業
組
合
制
度
の
改
正
論
か
ら
、
必
然
に
、
新
漁
業
組
合
の
絃
管

組
織
並
に
経
替
方
法
が
如
何
に
左
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
そ
れ

を
問
題
に
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
共
に
、
会
た
私
と
し
て

は
、
「
沿
摩
漁
業
者
問
題
」
(
木
誌
七
年
八
月
)
及
び
「
漁
業
組
合

論
」
(
本
誌
八
年
一
月
)
に
述
べ
た
所
を
補
足
す
る
意
味
に
於
い
て

必
要
で
あ
る
と
考
へ
、
夜
に
簡
軍
に
所
見
の
一
端
を
記
す
究
第

で
あ
る
@

先
づ
初
め
に
漁
業
組
合
制
度
の
改
正
を
必
要
と
ナ
る
私
見
を

要
約
し
て
置
く
こ
と
が
便
利
で
あ
る
。
剖
ち
、
次
の
如
く
で
あ

議
業
組
合
白
経
此
宮

る。
一
現
在
漁
村
は
、
漁
村
協
同
組
合
を
必
要
と
し
て
ゐ
る
。

二
然
る
に
漁
村
に
は
.
か
か
る
圏
樫
は
な
く
、
僅
に
漁
業
組

合
が
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
。
而
も
其
の
漁
業
組
合
は
、
漁
村

民
の
協
同
憶
と
し
て
の
性
質
は
な
〈
、
寧
ろ
反
っ
て
之
を
妨
げ

従
っ
て
或
意
味
で
は
、
沿
岸
漁
業
の
衰
退
、
漁
村
民
の
窮
乏
を

誘
致
す
る
消
倒
的
作
用
を
も
っ
て
ゐ
る
と
も
考
へ
ら
れ
る
。

ヨ
一
一
恨
の
論
者
は
、
こ
の
故
に
現
行
沌
業
組
合
法
に
よ
る
産

業
組
合
を
漁
村
に
設
建
せ
し
む
る
こ
と
に
よ
り
唯
之
が
快
陥
を

補
充
せ
よ
と
云
ふ
が
、
産
業
組
合
に
は
、
漁
村
協
同
組
合
た
る

機
能
が
な
い
。

酌
抽
出
村
協
同
組
合
は
、
弱
小
生
虫
住
者
と
し
て
の
沿
岸
漁
業
者

の
性
質
よ
り
規
定
さ
る
べ
く
、
従
っ
て
叉
、
沿
岸
漁
業
の
特
質

に
之
が
規
定
の
重
賠
を
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

五
此
の
意
味
に
於
い
て
、
現
行
漁
業
組
合
制
度
は
改
正
さ
れ

る
必
要
が
あ
り
、
新
漁
業
組
合
は
、
ま
さ
し
く
抽
出
村
協
同
組
合

の
性
質
と
機
能
と
訟
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ぴ
な
ら
ぬ
。
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液
業
組
合
白
経
倖

漁
村
協
同
組
合
を
必
要
と
す
る
根
嫁
は
、
要
す
る
に
、
沿
岸

漁
業
そ
れ
白
般
の
M
M
軒
以
が
、
協
同
的
に
行
ふ
に
あ
ら
ざ
れ
ば
共

の
目
的
を
達
し
得
古
る
こ
と
L

、
沿
岸
漁
業
者
が
枇
曾
的
に
弱

小
生
産
者
た
る
地
位
に
在
る
と
と
に
よ
る
。

然
ら
ば
、
消
山
一
汗
孤
業
に
於
い
て
‘
漁
業
者
は
如
何
に
し
て
協

同
的
に
漁
業
を
瞥
む
と
と
が
出
来
る
か
。
と
れ
第
一
の
問
題
で

わ
る
。漁

業
を
協
同
に
営
む
た
め
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
地
盤
が
友
け

れ
ば
友
ら
お
。
換
言
す
れ
ば
、

一
定
の
組
織
が
あ
り
機
闘
が
あ

っ
て
、
漁
業
者
を
し
て
協
同
せ
し
む
る
だ
け
の
機
能
を
も
っ
乙

と
が
必
要
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
機
能
は
、
か
か
る
協
同
組
織

憶
が
自
ら
漁
業
経
営
の
主
開
と
な
り
、
漁
業
者
に
針
し
、
経
皆

的
見
地
か
ら
漁
務
の
機
舎
を
分
配
す
る
と
共
に
、
漁
獲
物
の
商

品
化
の
目
的
を
達
し
、
共
の
牧
盆
を
保
護
す
る
と
と
に
よ
っ
て

の
み
賓
視
す
る
と
と
が
可
能
で
あ
る
。
ゆ
ゑ
に
漁
村
協
同
組
合

が
必
要
と
さ
れ
る
限
り
、
そ
れ
は
、
か
か
る
機
能
を
も
つ
も
の

で
た
砂
れ
ば
た
ら
ぬ
。
所
謂
「
漁
業
組
合
の
白
幽
岳
が
必
要
と
さ

れ
る
所
以
で
あ
る
c
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併
し
、

か
か
る
機
能
を
組
合
が
も
っ
と
と
は
、
漁
業
者
の
狽

立
生
河
作
者
た
る
地
位
を
一
年
ふ
も
の
で
あ
る
と
懸
念
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
考
へ
ゃ
う
で
、
沿
岸
漁
業
そ
の
も
の
が
、
各
個
の
漁
業

者
の
市
川
立
或
は
針
立
的
粧
品
可
を
許
さ
ぬ
も
の
で
あ
る
以
上
.
協

同
す
る
の
他
は
左
く
、
協
同
す
る
と
一
古
ふ
こ
と
は
目

一
一
聞
に
於

い
て
、
自
己
の
自
由
を
制
限
す
る
こ
と
マ
あ
る
か
ら
、
そ
の
限

、.、
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う
で
あ
る
が
、
か
か
る
協
同
に
よ
り
、
沿
岸
漁
業
が
維
持
さ
れ

表
展
さ
れ
て
組
合
の
取
れ
企
が
大
と
た
れ
ば
、
組
合
員
の
享
受
す

る
利
袋
も
増
進
し
、
木
・
来
、
漁
業
を
替
む
目
的
に
趨
ふ
と
と
L

た
る
で
あ
ら
う
。

た
ピ
問
題
は
、
か
〈
の
如
き
漁
村
協
同
組
合
が
、
組
合
員
た

る
漁
業
者
に
、
共
の
漁
業
経
俸
の
方
針
に
従
っ
て
漁
携
の
機
曾

を
奥
へ
る
こ
と
L
、
共
の
牧
盆
を
保
詮
す
る
こ
と
で
あ
る
。
先

づ
前
者
に
就
い
て
問
題
に
す
る
が
、
と
れ
が
た
め
に
は
、
組
合

に
嵐
ナ
る
沿
岸
漁
揚
に
於
け
る
漁
業
経
営
方
針
を
吋
開
立
す
る
と

と
で
あ
る
。
此
の
方
針
に
従
っ
て
、
技
術
的
に
必
要
友
る
漁
拶

を
、
組
合
員
た
る
漁
業
者
を
し
て
行
は
し
め
る
。
漁
描
問
機
舎
の

従来は其白地盤な〈して、皐に漁業者白白費或防法規的取締を唯一む手段と
Lた。
漁業の生産過程は、 C~\、f勢一沖、按物D商品化、である。
持、業組合制度の改正に就いて要塞される駄は、阪('，業組合の漁業白替及び組合
員白出資制度である。
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均
等
化
を
は
か
る
と
と
は
京
要
で
あ
る
。
従
っ
て
と
れ
が
た
め

に
、
組
合
に
相
官
ず
る
所
の
沿
岸
漁
揚
が
保
持
さ
れ
る
と
ム
」
が

必
要
で
あ
り
、
現
在
の
漁
業
擢
制
度
は
、
此
の
組
合
制
度
に
照

臆
し
て
改
正
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
れ
、
い
ま
は
共
の
問
題
に
鰯

れ
た
い
。

か
か
る
組
合
の
粧
品
品
に
於
い
て
、
過
剰
持
働
及
び
不
足
弊
働

を
如
何
に
す
る
か
の
間
山
叫
が
生
十
る
。
過
剰
接
的
は
一
方
に
於

い
て
沖
合
或
は
遠
洋
漁
業
に
仕
向
跡
、
他
方
に
於
い
亡
、
漁
業
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仕
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抽
出
を
行
ふ
。
是
に
於
い
て
、
漁
業
上
、
組
合
相
互
間
の
緊
曲
川
左

る
聯
絡
が
主
要
と
な
ら
ざ
る
を
得
友
い
。
若
し
、
か
く
の
如
く

す
れ
ば
、
組
合
員
た
る
漁
業
者
は
共
の
漁
携
の
機
舎
卸
ち
働
ら

〈
機
曾
を
失
ふ
も
の
で
は
な
く
、
而
も
漁
場
の
保
護
漏
養
を
嗣

る
こ
と
が
可
能
と
友
る
で
あ
ら
う
。

併
し
、
仮
令
技
術
的
に
漁
携
が
理
想
的
に
行
は
れ
で
も
、
若

し
漁
業
者
の
牧
径
が
確
保
さ
れ
る
も
の
で
在
け
れ
ば
、
漁
業
者

に
と
っ
て
組
合
の
寅
益
は
な
い
。
牧
谷
確
保
の
方
法
は
、
漁
業

者
を
し
て
種
類
を
具
に
す
る
漁
携
の
機
曾
乃
玄
は
持
働
の
機
曾

漁
業
組
合
の
経
磐
一

を
奥
へ
る
ζ
v
r
一
、
生
産
手
段
と
し
て
の
漁
協
別
手
段
を
修
繕
或
は

購
入
す
る
に
常
り
費
用
を
節
減
し
得
る
と
と
、
漁
獲
物
の
商
品

化
を
有
利
な
ら
し
む
る
こ
と
に
在
る
。
第
一
は
先
に
述
べ
た
漁

扮
機
曾
の
分
配
の
問
題
に
闘
し
、
第
二
は
共
同
購
民
、
第
三
は

庖
四
、
加
工
、
貯
蔵
に
聞
刑
す
る
共
同
施
設
及
び
共
同
販
寅
に
よ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
組
合
が
漁
業
経
替
主
憾
た
る
以
上

之
が
機
能
を
央
す
と
と
は
可
能
で
あ
る
。

問
題
と
た
る
の
は
、
組
合
員
と
組
合
と
の
関
係
で
あ
る
。
此

の
川
知
ム
口

…
殿
町
制
合
同

-K刊
の
漁
師
般
物
を
飢
合
に
制
収
枕
い
す
る

義
務
を
負
ひ
、
組
合
は
、
之
に
封
し
敬
一
分
を
分
配
す
る
と
云
ふ

関
係
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。
費
際
の
取
扱
と
し
て
は
、
各
個
の

組
合
員
の
漁
獲
物
の
販
買
高
か
ら
販
賓
費
(
版
責
経
費
及
版
費
手

数
料
)

及
び
漁
業
費
を
持
一
除
し
た
る
も
の
を
組
合
員
に
分
配
す

べ
き
で
あ
ら
う
。
十
駄
に
私
の
間
ふ
所
の
漁
業
費
と
は
、
各
個
の

組
合
員
の
卒
均
漁
獲
高
(
漁
俺
償
額
)
を
超
ゆ
る
額
に
剥
し
て

定
率
を
以
て
課
す
る
も
の
で
あ
り
、
販
由
民
手
数
料
と
共
に
組
合

の
牧
入
を
成
す
も
の
で
あ
る
が
、
之
に
よ
っ
て
組
合
員
の
漁
業

牧
(
命
を
或
程
度
ま
で
均
等
化
す
る
と
共
に
、
組
合
の
経
営
費
に
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漁
業
組
合
の
経
替

営
て
る
こ
と
が
出
来
る
。
組
合
が
自
替
す
る
と
と
に
就
い
て
、

憂
慮
す
る
者
は
、
組
合
の
自
替
に
よ
っ
て
、
漁
業
者
か
ら
漁
業

を
奪
ふ
と
云
ム
黙
で
あ
る
が
、
組
合
が
、
漁
捕
問
機
曾
と
牧
径
と

の
雨
者
の
分
配
方
法
を
議
や
る
限
り
、
か
か
る
問
題
は
起
る
飴

地
が
な
く
、
組
合
が
漁
村
協
同
組
合
た
る
限
り
、
此
の
問
者
在

相
互
の
聞
係
に
於
い
て
解
決
す
る
乙
と
を
前
提
と
し
て
ゐ
る
の

であ亡'引。

現
在
の
漁
業
楼
制
度
の
下
に
於
い
で
、
組
合
自
営
の
範
闘
を

定
置
漁
業
、
区
割
漁
業
の
み
た
ら
や
、
専
用
漁
業
に
ま
で
及
ぼ

ず
か
否
か
に
就
い
て
は
議
論
が
あ
ら
う
。
併
し
専
用
漁
業
に
就

い
て
反
封
ず
る
者
の
見
解
は
、
組
合
が
漁
業
者
の
利
佳
を
犯
す

と
考
へ
る
所
の
上
記
の
理
由
に
基
づ
ぐ
も
の
で
、
漁
村
協
同
組

合
の
性
質
と
機
能
を
充
分
に
解
せ
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
寧
ろ
専

用
漁
業
に
従
事
す
る
漁
業
者
は
組
合
自
替
に
よ
っ
て
共
の
利
益

を
増
進
す
べ
〈
、
反
っ
て
組
合
自
営
の
名
の
下
に
、
定
置
漁
業

な
ど
に
よ
っ
て
自
分
遣
だ
け
利
徒
に
輿
ら
う
と
す
る
漁
業
者
が

不
平
で
あ
ら
う
。
た
ピ
賓
際
問
題
と
し
て
組
合
自
替
の
訓
練
の

進
む
ま
で
、
自
替
の
範
闘
を
限
定
す
る
と
云
ふ
た
ら
ば
、
そ
れ

第
三
十
六
巻

は
経
営
技
術
上
の
問
題
で
自
ら
別
で
あ
る
。
論
者
は
多
く
此
等

五
八

O

第

披

i¥ 

を
混
同
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

同

以
上
に
述
べ
た
る
が
如
〈
、
漁
業
組
合
を
改
善
す
る
基
準
は

私
の
謂
ふ
所
の
漁
村
協
閣
組
合
で
あ
り
、
そ
の
腐
り
に
於
い
で

同
リ
ザ
目
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h
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v
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h
仕
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J
l
'
L
L
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左
け
れ
ば
な
ら
む
。
而
し
て
之
が
た
め
に
は
、
漁
業
組
合
が
沿

岸
漁
業
経
替
の
方
針
を
確
立
ナ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
と
は

論
を
侠
た
ぬ
が
、
そ
の
方
針
の
規
定
の
下
に
、
漁
蛸
問
機
曾
及
び

牧
谷
の
分
配
方
法
が
講
ぜ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
而
し
て
、
之

が
寅
硯
の
前
提
と
し
て
、
漁
業
纏
制
度
の
改

E
、
漁
業
組
合
の

聯
絡
統
制
、
組
合
経
替
諸
施
設
の
充
買
が
な
け
れ
ば
左
ら
ぬ
。

此
等
の
た
め
に
は
、
組
合
経
管
の
資
金
が
-
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ

が
、
現
在
の
漁
業
組
合
に
は
共
の
資
金
が
な
い
。
そ
の
た
め
に

「
漁
業
組
合
の
出
資
制
度
」
が
問
題
に
な
っ
て
ゐ
る
。
出
資
制
度

を
採
る
と
と
は
、
組
合
資
金
の
充
寅
の
意
味
ば
か
り
で
友
〈
、

組
合
の
結
成
を
強
化
す
る
意
味
に
於
い
て
も
重
要
た
と
と
で
あ

り
、
漁
村
協
同
組
合
の
性
質
上
、
営
然
の
要
件
で
あ
る
。
併
し



沿
岸
漁
業
者
の
現
在
に
於
け
る
欣
態
は
、
小
額
の
出
資
を
も
困

難
と
す
る
事
情
に
在
ら
し
む
る
か
ら
、
出
資
方
法
並
に
出
資
に

封
ず
る
牧
市
金
分
配
方
法
の
如
き
は
充
分
に
研
究
す
る
必
要
が
あ

る。
併
し
之
の
み
を
以
て
組
合
資
金
を
賄
ふ
と
と
は
出
来
危
い
か

ら
、
組
合
統
制
の
機
関
た
る
漁
業
組
合
中
央
舎
と
共
に
漁
業
組

合
中
央
合
庫
を
設
置
す
る
か
或
は
共
の
他
の
金
融
機
関
に
上
る

か
。
何
れ
に
し
て
も
漁
村
協
同
級
ん
口
に
封
ず
る
図
案
的
補
助
を

闘
滑
な
ら
し
む
る
州
政
収
…
必
耐
E
'
A
L
4
9
1
引
で
あ
ら
う
。
此
ル
サ
の
恥

に
就
い
て
は
、
次
の
機
曾
に
.
専
ら
出
資
制
度
を
中
心
に
し
て

漁
業
組
合
の
組
織
及
び
経
俸
の
問
題
に
就
い
て
卑
見
を
述
べ
、

本
文
の
問
題
と
せ
し
所
と
併
せ
て
、
漁
業
組
合
の
経
替
全
般
の

問
題
に
及
び
た
い
.
と
思
ふ
。

調
逸
及
び
悌
蘭
西
の
所
得
枕

第
三
十
六
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